
No.１４ 

団 体 名 一般社団法人 旭川消費者協会 

代 表 者 
住所 〒070-0031 旭川市1条通8丁目 フィール旭川 7階 

氏名 会長 渡邊 眞知子 電話 0166-26-2514 FAX 0166-26-2514 

事務局等 
住所 〒070-0031 旭川市1条通8丁目 フィール旭川 7階 

氏名 上田 由加里 電話 0166-26-2514 FAX 0166-26-2514 

Ｅメール a-shokyo＠wave.plala.or.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
www16.plala.or.jp/asahikaw
a-shokyo/ 

設 立 年 次 昭和41年5月 会員数 330名 会 則  有・無 

活 動 資 金 会員の会費による 

☆設立(活動)目的 
 
「いのちとくらしを守るまちづくり」を大きな柱として 
 
① くらしの安定と安心・安全なまちづくり 
② 会員と歩む強固な組織づくり 
③ 消費者被害の防止と悪質商法の追放 
④ 地産地消の推進と食の安全・厳正な表示 
⑤ 生活物質の安定供給と物価の監視 
⑥ クリーンエネルギー社会の実現と環境保全を重点取組みとして活動 
  市民が安心して暮らせるまちづくりを目指している。 

☆主な活動内容 
 
１ 旭川市近隣７町からの委託により消費生活に関する諸問題の相談業務を実施。 
  （平日午前９時～午後５時） 
 
２ 消費者の啓発を目的に，地産地消や，食品ロス，葬送セミナーなど，時代に即

応したテーマでセミナーを開催。 
 
３ 消費者被害の未然防止や啓発のための出前講座を実施。また，わかりやすく啓

発するために，「劇団‘風’」も各町内会や公民館などで公演を行っている。 
 
４ 毎月，ガソリン，灯油などの価格調査を行い，市民に情報を提供。 
 
５ 会員対象に各月で情報紙を発行。 
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☆近年の活動状況，今後の活動予定等 
 
・ノーレジ袋・買い物袋持参運動（コンビニ）・３Ｒの推進・容器包装簡素化運動と啓

発運動を行っています。 
・ 市民向け（特に小学生）への環境講座に力を入れ，１０年後，２０年後を見据えた

地球温暖化防止活動（くらしの見直し）の呼びかけを行っていく予定です。 
・劇団‘風’の公演。 
・市民に向けて，悪質商法撲滅の街頭啓発。 
・お歳暮とお中元の簡易包装を呼びかける啓発運動。 
・今後は若い層に向けた，消費者被害防止や悪質商法追放の呼びかけを行いたい。 
 

  
     容器包装削減クイズ         簡易包装を呼びかける啓発 
 

  

 

  お中元の簡易包装を呼びかける啓発    リユース運動のフリーマーケット 
 
 
☆表彰その他受賞等 
             
・平成１５年 リデュース・リユース・リサイクル推進功労者賞(経済財政政策担

当) 
 
・平成２２年 旭川市開村１２０年表彰 
 
・平成２４年 循環型社会形成推進表彰（環境大臣） 
 
・平成２６年 ベスト消費者サポーター賞表彰(消費者庁長官) 
 

 


